
 

 

山梨県精神障害者措置医療対策費補助金交付要綱  

 

（趣  旨）  

第 １ 条  知事 は 、山 梨 県 精 神科 病 院協 会 （ 以 下「 協 会」 と い う 。） が 行う 精 神

障害 者 措置 医 療対 策に 対 して 、 予算 の範 囲 内に お いて 補助 金 を交 付 する もの

とし 、 その 交 付に 関し て は、 山 梨県 補助 金 等交 付 規則 （昭 和 ３８ 年 山梨 県規

則第 ２ ５号 。 以下 「規 則 」と い う。 ）に 規 定す る もの のほ か 、こ の 要綱 に定

めるところによる 。  

 

（補助金交付の対 象）  

第２条  この補助 金は、協会が行う 別表に定める事業 を交付の対象とす る。  

 

（補助対象経費及 び交付額の算定方 法）  

第 ３ 条  こ の補 助金 の 補 助 対 象経 費は 、 別 表 の 第４ 欄に 定 め る 経 費と し、 別 表  

の 第 ３ 欄に 定 める補 助 基 準額 と 第４欄 に 定 める 補 助対象 経 費 の実 支 出額か ら  

寄 付 金 その 他 の収入 を 控 除し た 額とを 比 較 して 少 ない方 の 額 に第 ５ 欄に定 め  

る補助率を乗じて 得た額の合計額を 交付額とする。  

 

（補助金交付の申 請）  

第 ４ 条  補助 金 の交 付 を 受 けよ う とす る と き は、 精 神障 害 者 措 置医 療 対策 費 補

助金 交 付申 請 書（ 第１ 号 様式 ） に、 次の 各 号に 掲 げる 書類 を 添え 、 別に 定め

る期日までに知事 に提出しなければ ならない。  

（１）経費の配分 （第２号様式）  

（２）事業の内容 （第３号様式）  

（３）収支予算書 （第４号様式）  

 

（補助金交付の条 件）  

第５条  補助金交 付の条件は、次の 各号に掲げるとお りとする。  



 

 

（１）補助金は、 補助事業の目的以 外には使用しない こと。  

（２ ） 補助 事 業の 内容 を 変更 し よう とす る とき は 、第 ５号 様 式に よ り知 事の

承認を受けること 。  

（３ ） 補助 事 業を 中止 し 、又 は 廃止 しよ う とす る とき は、 第 ５号 様 式に より

知事の承認を受け ること。  

（４）経費の 配分の 変更（別表の 第４欄 に定める補助対象 経費の間において、

それぞ れの 補助対 象経費 の配 分額の いずれ か低 い額の ２０％ 以内 の変更

を除く。）をする 場合には、知事の 承認を受けること 。  

 

（事業実績報告及 び補助金の確定）  

第６条  協会は 、補 助事業の完了の日 から起算して１月 を経過した日（前条（３）

によ り 補助 事 業の 中止 又 は廃 止 の承 認を 受 けた 場 合に は、 当 該承 認 通知 を受

けた 日 から １ 月を 経過 し た日 ） 又は 当該 年 度の 翌 年度 の４ 月 １０ 日 のい ずれ

か早い日までに精 神障害者措置医療 対策費補助事業実 績報告書（第６号様 式 ）

に次の各号に掲げ る書類を添え知事 に報告しなければ ならない。  

    知事は実 績報告を審査し、 補助額を確定する 。  

（１）経費の配分 （第２号様式）  

（２）事業の内容 （第３号様式）  

（３）収支決算書 （第４号様式）  

 

（補助金の交付）  

第７条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、精 算 払 い と す る 。た だ し 、知 事 が 必 要 と

認 め る と き は 、 概 算 払 い と す る こ と が で き る 。  

２  協 会 は 、 概 算 払 い を 受 け よ う と す る と き は 、 概 算 払 い 請 求 書 （ 第 ７ 号

様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（帳簿等の保管）  

第 ８ 条  協会 は 、事 業 に 係 る収 入 及び 支 出 を 明ら か にし た 帳 簿 を備 え 、当 該 収



 

 

入及 び 支出 に つい て証 拠 書類 を 整理 し、 か つ、 当 該帳 簿及 び 証拠 書 類を 事業

完了後５年間保管 しておかなければ ならない。  

 

附  則  

  こ の 要綱 は 昭和 ５ ０ 年 ８月 １ １日 に 施 行 し、 昭 和５ ０ 年 ７ 月１ ０ 日か ら 適

用する。  

 

附  則  

  こ の 要 綱は 平成 １ ９ 年 ４ 月１ ９日 に 施 行 し 、平 成１ ９ 年 ４ 月 １日 から 適 用  

する。  

 

附  則  

  この要綱は平 成２８年４月１日 から適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別  表  

１区分  ２項目  ３補助基準額  ４補助対象経費  ５ 補 助 率  

協会が

実施す

る事業  

 

 

 

 

精神科医療  

従事職員確  

保事業  

 

知事が別に定

める額  

看 護 師 等 医 療 従 事 者 確 保 の た め の 事

業 の 実 施 に 要 す る 次 の 経 費  

人 件 費（ 報 償 費 、旅 費 、賃 金 等 ）、需

用 費（ 食 糧 費 、消 耗 品 費 、印 刷 製 本 費

等 ）、役 務 費（ 通 信 運 搬 費 、手 数 料 等

）及 び 委 託 料 並 び に 使 用 料 及 び 賃 借 料  

 

１／２  

総合医療研  

究実施事業  

知事が別に定

める額  

委 員 会（ 部 会 ）等 の 開 催 に 要 す る 次 の

経 費  

人 件 費（ 報 償 費 、旅 費 、賃 金 等 ）、需

用 費（ 食 糧 費 、消 耗 品 費 、印 刷 製 本 費

等 ）、役 務 費（ 通 信 運 搬 費 、手 数 料 等

）及 び 委 託 料 並 び に 使 用 料 及 び 賃 借 料  

１／２  

 



 

 

（第１号様式）  

                            番      号  

                                                       年   月   日  

 

 

  山梨県知事       殿  

 

                                        山梨県精神 科病院協会  

                                        会長          印  

 

年度精神障害者措 置医療対策費補助 金交付申請書  

 

  このことについ て、標記補助金を 交付されたく、山 梨県補助金等交付 規則  

第４条及び山梨県 精神障害者措置医 療対策費補助金交 付要綱第４条の規 定に  

より関係書類を添 えて申請します。  

 

    １  補助金 交付申請額           円  

 

      ２  添  付  書  類  

 

          （１）  経費の配分（第 ２号様式）  

 

          （２）  事業の内容（第 ３号様式）  

 

          （３）  収支予算書（第 ４号様式）  

 

 

 



 

 

（第２号様式）  

 経費の配分  

 

 

    区     分  

 

補助対象

経費  

 

Ａ  

 

寄付金そ

の他の収

入額  

Ｂ  

 

差引額  

 

 

Ａ － Ｂ ＝ Ｃ  

 

補助基

準額  

 

Ｄ  

 

選定額  

（ Ｃ 、 Ｄ の い ず

れ か 少 な い 額 ）  

Ｅ  

 

補助所要

額  

 

Ｅ ×補 助 率  

協会実施

事業  

医療従事

職員確保

事業  

      

総合医療

研究実施

事業  

      

 

     合   計  

      



 

 

（第２号様式の２ ）  

 経費内訳書  

 

区     分  

 

支出科目  

 

補助対象経費  

 

備   考  

協会実施

事業  

医療従事

職員確保

事業  

人件費    

需用費    

役務費    

委託料    

使用料及

び賃借料  

  

  小計    

総合医療

研究実施

事業  

人件費    

需用費    

役務費    

委託料    

使用料及

び賃借料  

  

  小計    

 

       合   計  

  



 

 

（第３号様式）  

 

  事業の内容（実 績）  

 

    区   分  

 

   項     目  

 

     内     容  

 

協会が実施する事

業  

 

精神科医療従事職 員確保  

事業  

 

 

総合医療研究実施 事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第４号様式）  

 

収支予算（決算） 書  

 

１．収入の部  

       区       分    本年度予算額  

（本年度決算額）  

  前年度決算額  

（本年度予算額）  

 

    県  費  補  助  金  

  

    協  会  費  

    （含病院事業 費）  

  

 

           計  

  

２．支出の部  

       区       分    本年度予算額  

（本年度決算額）  

   前年度決算額  

（本年度予算額）  

 

協会が実施する事 業  

  

 

             計  

  



 

 

 （第５号様式）  

                            番      号  

                                                       年   月   日  

 

 

  山梨県知事       殿  

 

                                        山梨県精神 科病院協会  

                                        会長          印  

 

年度精神障害者措 置医療対策費（計 画変更、中止、廃 止）申請書  

 

     年   月   日 付 け 健第    号 を も って 交付 決 定 の あ りま した 標 記

事 業 に つ い て次 のと お り （ 計 画変 更、 中 止 、 廃 止） した い の で 、 山梨 県精 神 障

害 者 措 置 医 療対 策費 補 助 金 交 付要 綱第 ５ 条 （  ）の 規定 に よ り 承 認さ れた く 申

請します。  

 

    １  計画の 変更、中止、廃止 の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 （第６号様式）  

                            番      号  

                                                       年   月   日  

 

 

  山梨県知事       殿  

 

                                        山梨県精神 科病院協会  

                                        会長          印  

 

年度精神障害者措 置医療対策費補助 事業実績報告書  

 

    年   月   日 付 け  第    号 で 交 付 決 定 の あ っ た こ の こ と に つ い

て 、 山 梨 県 精神 障害 者 措 置 医 療対 策費 補 助 金 交 付要 綱第 ６ 条 の 規 定に より 関 係

書類を添えて報告 します。  

 

    １  補助金 精算額           円  

 

      ２  添  付  書  類  

 

          （１）  経費の配分（第 ２号様式）  

 

          （２）  事業の内容（第 ３号様式）  

 

          （３）  収支決算書（第 ４号様式）  

 

 

 



 

 

 （第７号様式）  

                            番      号  

                                                       年   月   日  

 

  山梨県知事       殿  

 

                                        山梨県精神 科病院協会  

                                        会長          印  

 

年度精神障害者措 置医療対策費補助 補助金概算払請求 書  

 

    年   月   日 付 け  第    号 で 交 付 の決 定の あ っ た こ のこ とに つ い

て、次のとおり補 助金の概算払いを 請求します。  

 

 １  概算払い請 求額          円  

  ２  内      訳  

補 助 金 交 付       

決 定 額 ①       

既 概 算       

交 付 額 ②       

 差引額  

① -②＝③  

今 回 概 算       

請 求 額 ④       

備     考  

     

 

  ３  概算払いの 理由  

 

  ４  支払い方法  

(1) 銀行名           銀 行       支 店     

(2) 預金種別   （当座・普通）  

(3) 
ふ り が な

口座名義  

(4) 口座番号      №  


